
北薩広域行政事務組合公告第６号

　

条件付一般競争入札を行うので、 地方自治法施行令 （昭和 ２ ２年政令第１６号） 第１６ ７

条の６第１項、 北薩広域行政事務組合財務規則 （昭和 ５８年北薩広域行政事務組合規則第１
７号）．第２条の規定により準用する出水市契約規則 （平成１８年出水市規則第４９号） 第３
条及び北薩広域行政事務組合物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要綱（平成２６年北
薩広域行政事務組合告示第８号） 第３条の規定に基づき、 次のとおり公告する。
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１

　

入札に付する事項

（１） 業

　

務

　

名 介護保険システム導入業務

（２） 業務対象場所 出水市野田町上名 ７ ９１８番地 １

（３） 履 行 期

　

間

　

契約締結日から令和８年 ３月 ３ １ 日ま で

◎ 業 務 概 要

　

ア

　

介護保険システム （標準仕様書等に準拠） の構築

イ

　

システムに関連する機器の設置

　

ウ

　

現行 システ ム か らのデ←タ移行

エ

　

システムの操作研修

オ

　

その他

　

詳細は、「介護保険システム導入業務仕様書」 による。

２

　

入札参加資格

次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
（１） 地方自治法施行令 （昭和２ ２年政令第１６号） 第１６７条の ４

　

の 規定 に該当 しない者 であること。

（２） 公告の日から契約締結の日までの間に、 北薩広域行政事務組合

物品調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱 （平成２５

年北薩広域行政事務組合告示第１２号） に基づく指名停止の措置

　

を受 けてい ない者 であること。

（３） 会社更生法 （平成１４年法律第１ ５４号） に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法 （平成１１年法律第２２ ５ 号） に基づ

　

く 再 生手続 の開始 の申 立てがな されて い ない 者 である こと。 た だ

　

し、 会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定

　

による再生計画認可の決定を受けている者を除く。
◎

　

入札参加申込書 （様式１） 提出日時点において、 本組合の令和

　

７・８年度物品調達等入札参加資格者名簿に登録されている者で

ある こと。

（５） 公告日現在において、 沖縄県を除く九州地方 （福岡県、 大分県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県） に本支店又は営業

所等があること。



（６） 公告日から過去１０年間に、 地方公共団体 （地方自治法 （平成

　

２ ２ 年 法律 第６

　

７号） 第２ ８４条第１項に規定する地方公共団体

　

の組合 を含 む。） が発 注する介護保 険 シス テム （オー ルイ ンパ ッケ

ージの調達も含む） の導入を元請けとして完了し、 又は契約継続

　

中の 実績 を有する こと。

（７） 本組合で取り扱う申請者情報等の個人情報の保護及びデータ管
理の観 点から工

　

Ｓ０２ ７００１ （工

　

ＳＭ Ｓ） （情報セ キュリティ）

の認 証を取得 して いること。

３

　

担当部署

Ｔ

　

８

　

９

　

９

　

一

　

０

　

５

　

０

　

１

鹿児島県出水市野田町上名 ７ ９ １ ８番 地１

北薩広域行政事務組合

　

総務課

　

施設整備係
電

　　　　

話 ０

　

９

　

９ ６ 一 ６ ８ － ８

　

８

　

５

　

６

Ｆ

　　

Ａ

　　

Ｘ

　　

Ｏ ９

　

９

　

６

　

一

　

６

　

８

　

－

　

８

　

７

　

５

　

４

　

メールア ドレス

　

ｓｅｉｂｉ＠ｈｏｋｕｓａｔｕｋｏｕｉｋｉ．ｉｐ

４

　

入札参加申込

（１） 入札参加を希望する者は、 次により入札参加申込書 （様式１）

　

（以 下 「申込 書」 と いう。） を提 出すること。

　

ア

　

提出期 間

　

令和 ７年５月 ２ ７日 （火） 午前８時３０分から

　　　　　　　

令 和 ７年６月

　　

９日 （月） 午後 ５ 時０ ０分ま で

イ

　

提出方法

　

担当部署に持参又は郵送すること。ただし、郵送の

　　　　　　

場合 は提 出期間 内に到 達 したものに 限る。
（２）

　

申込書を提出した者に、 受付印を押印した申込書の写しを交付

するの で、 入札 日 に持参する こと。
（３）

　

申込書を提出した者でなければ、 入札に参加することはできな

　

し、ｏ

５

　

仕様書等への質問

（１）

　

仕様書等に質疑がある場合には、 次により質問書 （様式４） を

　

提出すること。
ア

　

提出期間

　

令和７ 年５月 ２ ８ 日 （水） 午前８時３０分から

　　　　　　　

令 和 ７年６月 ・６日 （金） 午後５ 時０ ０分ま で

イ

　

提 出方 法

　

電 子〆 」 ル に よ り 担 当 部 署 のメ ー ルア ドレス に 添

　　　　　　

付 ファイ ルと して 提 出 し、 メ ール 送信後 担 当 部 署 に

　　　　　　

受信 確 認 の 電話 を行 う こと。 電子メ ール 以外 での 質

　　　　　　

問 に は 回 答 し な い。

〔２） （１）に対する回答は、 次のとおりとする。
ア

　

回答期 限

　

令和 ７ 年６月

　

９日（月）午後５ 時００分ま で

　　　

（※随時回答するが、 最終回答期限を示すものである。）

イ

　

回答方法

　

北薩広域行政事務組合ホームページに掲載

６

　

現場説明会 な し

　　　　　　

‘



７

　

入札・開札 日 時等

（１）

　

日

　

時

　

令和７年６月 １ ６ 日 （月） 午後１時３０分から

（２） 場

　

所

　

鹿児島県出水市野田町上名 ７ ９ １ ８番地１

　　　　　

北 薩広 域行 政事務 組合

　　　　　

環境セ ンタ ーエネ ク リ ン北 薩

　

２階会 議 室

８

　

入札保証金 免除

９

　

契約保証金 免除

１０

　

最低制限価格 なし

１１

　

入札方 法等

（１） 入札に当たっては、 受付印のある入札参加申込書の写しを提出
すること。

（２） 代理による入札をしようとするときは、 入札前に代理委任状を
提出すること。

（３） 郵便又は電報による入札は認めない。
蝿） 入札回数は３ 回 ま でとす る。 た だ し、 初 度 の入 札 に参加 しな か

　

った者は再度入札に参加できない。 更に、 再度入札に参加 しなか

　

った者又は再度入札において初度入札における最低入札価格以上

　

の価格による入札をした者は再々度入札に参加できない。
（５） 提出した入札書は、 書換え、 引換え又は撤回することはできな

　

し、ｏ

（６） 落札候補者決定に当たっては、 入札書に記載された金額に当該

金額の１ ０ ０ 分の １ ０ に相当する額を加算した金額（その金額に

　

１円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てた金額と

する。）をもって落札価格とするので、 入札書は、 消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった契約
金 額 の １ １ ０ 分 の １ ０ ０ に相当する金額を入札書に記載するこ
と。

〔７） 入札参加者が１者の場合でも入札を実施する。

１２

　

入札 の無効

次のいずれかに該当する入札は無効とする。
．１） 入札に参加する資格がない者又は申込書に虚偽の記載をした者

のした入札

２）

　

２以上の入札書による入札

３） 入札金額が加除訂正されている入札書による入札

４） 入札要件（入札金額、業務名、業務場所及び氏名） の判明できな

い入札書、 入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又
は入札者の押印のない入札書による入札

５）

　

記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて

記載した入札書による入札

６）

　

民法 （明治２９年法律第８ ９号） 第 ９５条に規定する錯誤によ



　

る入札であると契約担当者が認めた場合の入札

（７） 送付、 電報又は電送の方法による入札

（８） その他入札に関する条件に違反したと認められる入札

１３ 落札者の決定方法

｛１）

　

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者

　

を落札候補者とする。
（２） （１）により落札候補者となるべき者が２者以上ある場合は、 く じ

　

により落札候補者を決定する。 この場合、 く じを辞退することは

　

で き な い。

（３）

　

落札候補者に決定された者は、次の 「１４

　

入札参加資格の確認」

　

により、 入札参加資格確認申請書及び必要な書類を提出しなけれ

　

ばな らない。

処） 落札候補者に入札参加資格があると認めたときは、 当該落札候

　

補者を落札者と決定し、 その旨を当該落札候補者に通知する。
（５） 落札候補者に入札参加資格がないと認めたときは、 予定価格の

範囲内で当該落札候補者の次に低い価格をもって入札した者 （落

　

札候補者をく じで決定した場合における落札候補者以外の最低価

　

格入札者を含む。） を新たな落札候補者と決定し、（３）及び凶）の規定

　

を準用 する。

（６） 前項の規定による新たな落札候補者に入札参加資格がないと認

　

めたときは、落札者を決定するまで、順次、同項の例により新たな

　

落札候補者を決定し、（３）及び鯉）の規定を準用する。

１４ 入札参加資格の確

認 （落札候補者のみ）

落札候補者に決定された者は、 次により入札参加資格確認申請書

及びその他必要な書類（以下「申請書等」という。） を提出すること。
（１） 提出期限

　

令和７年６月 １ ８日 （水） 午後５ 時０ ０ 分ま で

（２） 提出書類

　

ア

　

入札参加資格確認申請書 （様式２）

　　　　　　

イ

　

同種業務 の履行 実績 （様 式３）

　　　　　　

ウ

　　

Ｉ

　

Ｓ ０ ２ ７ ０ ０ １ （Ｉ

　

Ｓ ＭＳ）（情 報セ キュリテ

　　　　　　　

ィ） 認 証 の 写 し

　　　　　　

エ 記載事項を証する 書類

（３） 提出方法

　

担当部署に持参すること。

１５ 落札者の契約書案

の提出

落札者は、 落札決定通知を受けた日から５ 日以内 に、 契約 書の案、
消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者である旨の
届出書その他関係書類を提出しなければならない。

なお、 提出期限までに契約書の案を提出しないときは、 契約の締
結をしない旨の申出をしたものとみなす。

１６

　

そ の 他

１） 入札は、予定価格に達しない場合、原則として再入札・再々入札
まで行うので、 入札書は３枚以上準備すること。

２）

　

申込書及び申請書等の様式は北薩広域行政事務組合のホームペ

ー ジか らダウンロー ドすること。



（３｝

　

申請書等の作成に要する費用は、 提出者の負担とする。
鯉） 提出された申請書等の追加、 差替え及び再提出は認めない。
（５） 提出された書類の返却及び公表はしない。ただし、虚偽の記載が

　

あっ た場合 等は、 必要に応 じて開示する ことが ある。
（６）

　

申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、 当該申請
書等を無効とし、落札決定の取消し、契約締結の保留又は解除等の
措置をとるとともに、 指名停止の措置を行うことがある。

｛７） 電子メール等の通信事故については、本組合は、いかなる責任も
負 わない。


